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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備

等に関する省令の施行(医師少数区域等関係)等について(通知)

医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件に関しては、今般、医療法等

の一部を改正する法律(令和7年法律第釘号)の一部の施行に伴い、医療法等

の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関す

る省令(令和8年厚生労働省令第28号。以下「改正省令」という。)が令和8年

3月19日に公布され、令和8年4月1日付けで施行することとされているとこ

ろ、この改正の趣旨及び概要等は下記のとおりである。

また、上記改正に基づき、下記4のとおり、関連の通知についても一部を改正

することとした。

貴職におかれては、十分御了知の上、管内市区町村を始め、関係者、関係団体

及び関係機関等に周知いただくようぉ願いする。

医政発 0331第75 号

令和 8年3月31日

厚生労働省医政局長

(公印省略)

1 改正の趣旨

「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(令和6年12月25日)」

において、医師確保等の地域への貢献が求められる医療機関においては、地域の

状況等を踏まえながら、様々な機関等と連携して、地域全体の医療提供における

役割を一層発揮する観点から、医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要

記



件の対象医療機関の拡大及び地域医療対策協議会で認められた管理者に求めら

れる幅広い経験等を管理者要件における医師少数区域等での勤務経験の期間に

一部認めることとされた。

また、医師少数区域等での勤務経験期間についても、医師少数区域等での勤務

をさらに促進し、地域における安定的な医療提供体制を確保する観点から、現行

の「6か月以上」から「1年以上」に延長することとされた。

このため、「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」に基づき、規

定の整備を行うもの。

改正省令の概要

1)医師の確保を特に図るべき区域における経験を有する臨床研修等修了

医師の認定等関係

医師の確保を特に図るべき区域における経験を有する臨床研修等修了

医師(以下「医師少数区域経験認定医師」という。)の認定の要件のうち、

医師の確保を図るべき区域において診療等に従事した期間について、現行

の6か月以上の期間から、 1年以上の期間に延長するほか、対象区域とし

て、医療法等の一部を改正する法律による改正後の医療法(昭和23年法律

第205号。以下昧耐劉という。)第30条の4第2項第Ⅱ号イ②に規定す

る都道府県が重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大

臣が定める基準を参酌して定める区域を追加する。(改正省令第1条による

改正後の医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「新規則」と

いう。)第1条の2関係)

)認定を受けた臨床研修等修了医師を管理者とする病院等関係

医師少数区域経験認定医師を管理者とする病院について、現行の地域医

療支援病院に加え、新法第31条に規定する公的医療機関である病院、独立

行政法人国立病院機構の開設する病院、独立行政法人地域医療機能推進機

構の開設する病院及び独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院を

追加する。

また、上記病院が、臨床研修等修了医師であって医師少数区域経験認定

医師でないものを管理者とすることができる場合として、 6か月以上医師

少数区域等で勤務(医師少数区域等での勤務に係る6か月以内の期間は、

臨床研修の期間も含めることが可能。医師少数区域等以外の区域の臨床研

修病院等で指導医として勤務している場合も6か月以内に限り含めること

が可能。)かつ1年から当該機関勤務期間を引いた残りの期間、地域医療対

策協議会において調整された医師派遣や、地域医療対策協議会で認められ



た管理者に求められる幅広い経験をした者として、都道府県知事が認める

ものに病院を管理させる場合とする。(新規則第7条の2関係)

3 経過措置

新規則第1条の2第2項の規定は、令和8年10月1日以降に新法第5条の2

第1項の申請をする者について適用する。

4 関連通知等の改正

2 (1)及び(2)に関連して、別添のとおり、「医療法及び医師法の一部を

改正する法律の施行について」(令和2年1月16日付け医政発0116第1号厚生

労働省医政局長通知)を改正する。なお、同通知の別紙については別添に付すと

おり変更する。

添付資料)

(別添)医療法及び医師法の一部を改正する法律の施行について(令和2年1

月16日付け医政発0Ⅱ6第1号厚生労働省医政局長通知)関係資料

以上



十一ート

平成30年7月25日に医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成30年法

律第79号。以下「改正法」という。)が公布され、医療法(昭和23年法律第205

号。以下 N却という。)の一部改正(厚生労働大臣による医師の認定に関する

事項等)については、令和2年4月1日付けで施行することとされています。

これに伴い、施行に必要な関係政令等の整備等を行うため、医療法施行令等の

一部を改正する政令(令和元年政令第209号。以下「改正政令」という。)が令

和元年12月25日に公布されるとともに、医療法施行規則の一部を改正する省令

(令和2年厚生労働省令第4号。以下「改正省令」という。)が令和2年1月16

日に公布され、いずれも令和2年4月1日付けで施行・適用されることとなりま

す。

これらの趣旨及び主な内容は、下記のとおりですので、貴職におかれては、十

分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に周

知をお願いします。

医療法及び医師法の一部を改正する法律の施行について(通知)

最終改正

医政発 0116 第 1 号

令和 2年1月16日

医政発 0331 第 75 号

令和 8年3月31日

生労
公

働省医

印省

政局長

略)

第1 改正の趣旨

改正法により、厚生労働大臣が、法第7条に規定する臨床研修等修了医師の

申請に基づき、医師の確保を特に図るべき区域における医療の提供に関する知

見を有するために必要な経験を有するものであることの認定を行うこととな

つたことを受け、施行に必要な所要の規定の整備を行う。

第2 改正の内容

1 改正法による改正後の法第5条の2第1項の認定(以下「認定」という。)

に係る手続きについては、次に掲げるとおりとすること。
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1)認定の申請

認定を受けようとする者は、以下の事項を記載した申請書を、以下の事
項のうちア~ウについて証する書類を添えて厚生労働大臣に提出すること

ア医師の確保を特に図るべき区域において行った医療の提供に関す

る業務の内容(3のアからウまでに掲げる全ての業務を含むものと
する。)

イアの業務を行った期間

ウアの業務を行った、医師の確保を特に図るべき区域に所在する病
院又は診療所(以下「医師少数区域等所在病院等」という。)の名称
及び所在地

エアの業務を行うこととなった理由

オアの業務を行った医師少数区域等所在病院等の勤務環境
カアの期間及びその前後の期間における勤務地その他の勤務の状況
キその他認定をするために必要な事項

オの「勤務環境」として、医師少数区域等所在病院等における業務の内
容(アに該当するものを除く。)、従事した診療科、勤務環境(勤務時間
等)、処遇絲合与・福利厚生)等について報告するものとする。

なお、法第5条の2第1項の医師の確保を特に図るべき区域(以下「医
師少数区域等」という。)は、法第30条の4第6項に規定する区域及び法
第 30 条の4第2項第 14 号に規定する区域(法第 30 条の4第6項に規定
する区域を除く。)内の区域であって、医師の確保を特に図るべきものと

して当該区域の属する都道府県の知事が定めたもの、又は法第30条の4第
2項第Ⅱ号イ(2)に掲げる区域とすること。

)認定証明書の再交付の申請

認定を受けた者が認定証明書を亡失し、又は殿損したときは、申請書を
厚生労働大臣に提出した上で、認定証明書の再交付の申請をすることが
できること。

なお、認定証明書を殿損した者が再交付の申請をする場合には、申請書
にその認定証明書を添えなければならないこと。

また、認定証明書の再交付を受けた後、亡失した認定証明書を発見した
ときは、 5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなけれぱならないこと

(3)認定証明書の返納

認定の取消処分を受けた者は、5日以内に、認定証明書を厚生労働大臣
に返納しなければならないこと。

2 医籍に登録する事項に、当該医師が認定を受けた旨を追加すること。



3 法第5条の2第1項の厚生労働省令で定める経験は、法第7条に規定する

臨床研修等修了医師が、医師少数区域等所在病院等において1年以上の期間

診療に従事し、かつ、当該病院等において次に掲げる全ての業務を行った経

験とすること。

ア個々の患者に対し、その生活状況を考慮し、幅広い病態について継続

的な診療及び保健指導を行う業務

イ他の病院等との連携及び患者が住み慣れた地域で日常生活を営むこ

とができるよう支援するための保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との連携に関する業務

ウ地域住民に対する健康診査、保健指導その他の地域保健に関する業務

1)認定に必要な期間

認定に必要な診療を行っている期間においては、原則として同一の医師少

数区域等所在病院等に週32時間以上(育児・介護休業法の規定に基づき短

時間勤務を行っている場合は原則として週 30時間以上)勤務することとす

る。この場合は、勤務を行っていない日を認定に必要な勤務期間に含めるこ

とができるものとし、また、妊娠・出産・育児・傷病・短期の休暇等(以下

「妊娠・出産等」という。)の理由により勤務を中断した場合は、中断前後

の勤務期間を合算できることとする。

ただし、医師免許を取得して9年以上経過した後に医師少数区域等所在病

院等に勤務する場合には、同一又は複数の医師少数区域等所在病院等におけ

る断続的な1日6時間以上における勤務の日数を合計して365日となった場

合も認定に必要な勤務期間に達したものとして扱うが、この場合は実際に勤

務を行っていない日は勤務の日数に含めないこととする。

また、医師免許を取得して9年以上経過する前に医師少数区域等所在病院

等に勤務する場合には、最初の6月以上の勤務は原則1月以上の連続した勤

務(妊娠・出産等の理由により勤務を中断した場合は、中断前後の勤務期間

を合算できることとする。)の積み上げとし、 1年から当該勤務期間を引い

た残りの期間においては、同一又は複数の医師少数区域等所在病院等におけ

る断続的な1日6時間以上における勤務日の積み上げを可能とする。

なお、認定の対象となるのは、原則として当該医師少数区域等所在病院等

の所在する地域が医療計画において医師少数区域等として位置づけられて

いる間の勤務とするが、診療を開始した時点において医師少数区域等に該当

する地域であって、その後医師少数区域等に該当しなくなった地域について

は、当該医師少数区域等所在病院等において診療を開始した後初めて医師少

数区域等に該当しなくなった時点から3年の間は、医師少数区域等とみなす。

(2)認定に必要な業務

上述の認定に必要なア~ウの業務の例示としては、以下のものが考えら



れる。

(認定に必要な業務の具体伊D

(アの業務の例)

・地域の患者への継続的な診療

・診療時間外の患者の急変時の対応

・在宅療養を行っている患者に対する継続的な訪問診療

・在宅療養を行っている患者が急変した際の往診

・小児等に対する夜間診療の実施

※アの業務は、専門的な医療機関に対する患者の受診の必要性の判断

を含むものとする。

(イの業務の例)

・地域ケア会議、要保護児童対策地域協議会等への参加

・他の医療機関又は介護・福祉事業者が加わる退院カンファレンスへの

参加等、患者の転院、転棟、退院先との調整

・介護認定審査会への参加

・地域の医療従事者に対する研修の実施(講師としての参加を含む。)
(ウの業務の伊D

・公共的な性格を有する定型的な健康診断※及びその結果に基づく保健

指導
※労働安全衛生法に基づく健康診断、学校保健法に基づく健康診断、母子保健
法に基づく健康診査、健康増進法に基づくがん検診、高齢者の医療の確保に
関する法律に基づく特定健康診査、保険者からの委託に基づく健康診断等が
含まれる。

・予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種

・地域で行われる母親学級での講演や、地域で行われる生活習慣病等に

関する院内外における講習会等、地域住民に対する保健医療に関す

る講習会の実施(講師としての参加を含む。)

4 医業をなす病院又は医業及び歯科医業を併せ行うものであって主として

医業を行う病院である場合に認定を受けた臨床研修等修了医師が管理しな
ければならない病院並びに当該病院であっても認定を受けていない臨床研

修等修了医師に管理させることができる場合を以下のとおり定める。

1)管理者要件の対象となる病院

地域医療支援病院、法第31条に規定する公的医療機関である病院、独

立行政法人国立病院機構の開設する病院、独立行政法人地域医療機能推

進機構の開設する病院及び独立行政法人労働者健康安全機構の開設する

病院とする。

(2)管理者要件の例外となる場合

以下に掲げる場合は、(1)に掲げる場合であっても、認定を受けてい



ない臨床研修等修了医師に病院を管理させることができる。

ア地域における医療の確保のために当該病院を管理させることが適

当と認められる者(令和2年4月1日以降に臨床研修を開始した医

師以外の医師に限る。)に病院を管理させる場合

イ医師少数区域等に所在する(1)の病院を管理させる場合

ウ i、註又は途を合計して6月以上経験した者であって、かつ1年か

ら i、五又は道を経験した期間(五及び道については、 6月以内の

期間に限る。)の合計を除いた期間、 Nに従事した者として、都道

府県知事が認めるものに病院を管理させる場合

i 医師少数区域等における診療

註医師少数区域等における臨床研修

血医師少数区域等所在病院等でない病院のうち臨床研修病院等

(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の3第1項に規定する

臨床研修病院等をいう。)における臨床研修指導医(医師法第 16

条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成N年厚生労

働省令第158号)第4条第1項第15号に規定する臨床研修指導医

をいう。)としての業務その他の医師少数区域等所在病院等でない

病院における医療従事者に対する指導(※)に係る業務
(※)医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)第19条の2各号の

団体から認定され業務に従事した場合に限る。

"病院又は診療所へ派遣されて行う診療、臨床研修病院等におけ

る医療従事者に対する指導その他の業務であって病院等の管理者

となるに当たり経験する必要のある業務として地域医療対策協議

会において協議が調ったもの

エア~ウの場合のほか、前任の病院の管理者が不在となることが予

期しなかった場合であって、認定を受けていない者に当該病院を管

理させることについてやむを得ない事情があると都道府県知事が認

める場合

なお、ウについては都道府県においてi~釣の経験等の実績を確認する

必要があることから、医療機関及び地域医療対策協議会等において、当該

経験等を証する必要な書面をi~釣の経験等をした者に交付するととも

に、当該者は、当該書面を適切に保管した上で、都道府県に対して必要な

提出をすること。

また、工については真にやむを得ない場合に限るものとし、都道府県は、

工の場合を認めるに当たっては厚生労働省医政局と協議の上で判断する

こと。

第3 その他

認定を受けた医師である旨について、医業又は病院若しくは診療所に関する

広告として広告する際の名称は、「医師少数区域経験認定医師」とすること。



第1 認定の申請手続き

法第5条の2第1項の認定の申請は、以下のとおり行うこと。

法第5条の2第1項の認定の申請等の手続きについて

(1)同一の医師少数区域等所在病院等における連続した勤務に基づき申請を行う場合又は

医師免許取得後9年以上経過していない医師による同一若しくは複数の医師少数区域

等所在病院等における断続的な勤務に基づき申請を行う場合

・申請者は、認定に必要な経験に関する所定の事項を月1信己様式1-1に基づき記載

すること。

・認定に必要な業務を行った医療機関として別記様式1-1に記載された医師少数

区域等所在病院等の管理者は、申請者の勤務についての証明書を別記様式1-2に

基づき記載すること。

・申請者は、認定に必要な業務を行うこととなった理由、当該業務を行った医師少

数区域等所在病院等の勤務環境、当該業務を行った期間及びその前後の期間におけ

る勤務地その他の勤務の状況について、呂1信己様式4に基づき記載すること。

・別記様式1-1,1-2,4に基づき記載した申請書及び以下の書類を住所地の

都道府県を管轄する地方厚生局に提出すること。

・臨床研修修了登録証の写し

(平成16年3月以前の医師免許取得者にあっては「医師免許証の写し」)

・認定証送付用封筒

(角形2号の封筒に住所・氏名を記載し、一般書留による郵送に必要な額の切手

を貼付のこと。)

E^

(2)医師免許取得後9年以上経過した医師による同一又は複数の医師少数区域等所在病

院等における断続的な勤務に基づき申請を行う場合

・申請者は、認定に必要な経験に関する所定の事項を呂1信己様式2-1に基づき記載

すること。

・認定に必要な業務を行った医療機関として別記様式2-1に記載された全ての医

師少数区域等所在病院等の管理者は、申請者による当該医療機関における勤務につ

いての証明書を牙1信己様式2-2に基づき記載すること。

・申請者は、認定に必要な業務を行うこととなった理由、当該業務を行った医師少

数区域等所在病院等の勤務環境、当該業務を行った期間及びその前後の期間におけ

る勤務地について、呂1信己様式4に基づき記載すること。

・呂1信己様式2-1,2-2,4に基づき記載した申請書及び以下の書類を住所地の

都道府県を管轄する地方厚生局に提出すること。



臨床研修修了登録証の写し

(平成16年3月以前の医師免許取得者にあっては「医師免許証の写し」)

認定証送付用封筒

(角形2号の封筒に住所・氏名を記載し、一般書留による郵送に必要な額の切手

を貼付のこと。)

第2 認定証明書の再交付の申請

認定証明書の再交付の申請は、別記様式3に基づき記載した再交付申請書及び以下の書

類を、住所地の都道府県を管轄する地方厚生局に提出すること。

・臨床研修修了登録証の写し

(平成16年3月以前の医師免許取得者にあっては「医師免許証の写し」)

・認定証送付用封筒

(角形2号の封筒に住所・氏名を記載し、一般書留による郵送に必要な額の切手を貼

付のこと。)



認定年月日

法第5条の2第1項の認定の申請書

(同一の医師少数区域等所在病院等における連続した勤務に基づき申請を行う場合又は医師免許取得後

9年以上経過していない医師による同一若しくは複数の医師少数区域等所在病院等における断続的な勤

務に基づき申請を行う場合)
令和

医籍登録平成医籍
月年号第

年月日昭和登録番号

様式1-1

月

認定の対象となる勤務を行った医療機関の名称及び所在地並びに勤務期間

所在地医療機関の名称

勤務期間

令和年月日~令和年月日

当該期間において、週32時間以上※の勤務を(行った行っていない)
※本申請書における「週32時間以上の勤務」とは、育児・介護休業法の規定に基づき短時間勤務を行っている場合について

は、週30時間以上の勤務の場合も含まれること。

当該期間において、妊娠・出産・育児・傷病・短期の休暇等により週32時間以上の勤務を中断
した場合は、以下に期間と理由を記載すること。

①令和年月日~令和年月日(理由

②令和年月日~令和年月日(理由:)
1年以上の連続した勤務ではない場合、 1月以上の連続した勤務期間

月(勤務先①令和年月日~令和年月日のうち
月(勤務先②令和年月日~令和年月日のうち

1年以上の連続した勤務ではない場合、 1日6時間以上の断続した勤務期間
日(勤務先①令和年月日~令和年月日のうち
日(勤務先②令和年月日~令和年月日のうち

当該医療機関で行った業務(アからウまでのそれぞれにつき1つ以上0で囲むこと。)
(ア)個々の患者に対し、その生活状況を考慮し、幅広い病態について継続的な診療及び保健指導を行
う業務

1.地域の患者への継続的な診療

2.診療時間外の患者の急変時の対応

3.在宅療養を行っている患者に対する継続的な訪問診療

4.在宅療養を行っている患者が急変した際の往診

5.小児等に対する夜間診療の実施

6.その他(

※アの業務は、専門的な医療機関に対する患者の受診の必要性の判断を含むものとする。

(イ)他の病院等との連携及び患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう支援するため
の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する業務

1.地域ケア会議、要保護児童対策地域協議会等への参加

2.他の医療機関又は介護・福祉事業者が加わる退院カンファレンスへの参加等>患者の転院、

転棟、退院先との調整

日

年 日
和
成
令
平

修
録
日

研
登
床
了
月

臨
修
年

)
)

)
)



3.介護認定審査会への参加

4.地域の医療従事者に対する研修の実施(講師としての参加を含む。)

5.その他(

(ウ)地域住民に対する健康診査、保健指導その他の地域保健に関する業務

1.公共的な性格を有する定型的な健康診断※及びその結果に基づく保健指導

※労働安全衛生法に基づく健康診断

学校保健法に基づく健康診断

母子保健法に基づく健康診査

健康増進法に基づくがん検診

高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査

保険者からの委託に基づく健康診断等が含まれる。

2.予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種

3.地域で行われる母親学級での講演や、地域で行われる生活習慣病等に関する院内外における講

習会等、地域住民に対する保健医療に関する講習会の実施(講師としての参加を含む。)

4.その他(

上記のとおり業務を行ったことをもって、医療法第5条の2第1項の認定を申請します。

令和年

本籍

(国籍)

郵便番号

住所

月

ふりがな

日

氏

地方厚生局受付印

名

生年月日

(姓)

電話番号

厚生労働大臣殿

昭和
平成
西暦

(名)

年

性別

男

女

月 日

道
県
都
府

道
県
都
府



医療法第5条の2第1項の認定に必要な経験に係る証明書

(同一の医師少数区域等所在病院等における連続した勤務に基づき申請を行う場合又は医師免許取得後

9年以上経過していない医師による同一若しくは複数の医師少数区域等所在病院等における断続的な勤

務に基づき申請を行う場合)

当該医療機関における勤務期間に関して下記の記載に相違ないこと及び申

請者が当該期間に当該医療機関において以下の(ア)から(ウ)の全ての業務

を行ったことを証明する。

年

様式1-2

申請者氏名

月 日

医療機関の名称

勤務期間

~令和 年 月年令和 日月

当該期間において、週32時間以上※の勤務を(行った行っていない)
※本申請書における「週32時間以上の勤務」とは、育児・介護休業法の規定に基づき短時間勤務を行っている場合について

は、週30時問以上の勤務の場合も含まれること。

当該期間において、妊娠・出産・育児・傷病・短期の休暇等により週32時間以上の勤務を中断

した場合は、以下に期間と理由を記載すること。
月日(理由①令和年月日~令和年
月日(理由②令和年月日~令和

1月以上の連続した勤務期間1年以上の連続した勤務ではない場合、
年月日のうち①令和年月日~令和 月

②令和年月日~令和 月年月日のうち

1日6時間以上の断続した勤務期間1年以上の連続した勤務ではない場合、
年月日のうち①令和年月日~令和
年月日のうち②令和年月日~令和

(医療機関の名称)

(管理者氏名)

年

厚生労働大臣殿

月

所在地

日生まれ)

日
日

)
)



(ア)から(ウ)の業務

(ア)個々の患者に対し、その生活状況を考慮し、幅広い病態について継続的な診療及び保健指導を行

う業務

(イ)他の病院等との連携及び患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう支援するため

の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する業務

(ウ)地域住民に対する健康診査、保健指導その他の地域保健に関する業務

(アの業務の例)

・地域の患者への継続的な診療

・診療時間外の患者の急変時の対応

・在宅療養を行っている患者に対する継続的な訪問診療

・在宅療養を行っている患者が急変した際の往診

・小児等に対する夜間診療の実施

※アの業務は、専門的な医療機関に対する患者の受診の必要性の判断を含むものとする。

(イの業務の伊D

・地域ケア会議、要保護児童対策地域協議会等への参加

・他の医療機関又は介護・福祉事業者が加わる退院カンファレンスへの参加等>患者の転院、転

棟、退院先との調整

・介護認定審査会への参加

・小児の慢性疾患患者についての教育施設等、環境の面で特別な配慮が必要な慢性疾患患者に

ついての環境を担う施設との調整

・地域の医療従事者に対する研修の実施(講師としての参加を含む。)

(ウの業務の例)

・公共的な性格を有する定型的な健康診断※及びその結果に基づく保健指導

※労働安全衛生法に基づく健康診断

学校保健法に基づく健康診断

母子保健法に基づく健康診査

健康増進法に基づくがん検診

高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査

保険者からの委託に基づく健康診断

等が含まれる。

・予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種

・地域で行われる母親学級での講演や、地域で行われる生活習慣病等に関する院内外における
講習会等、地域住民に対する保健医療に関する講習会の実施(講師としての参加を含む。)



認定年月日

医療法第5条の2第1項の認定の申請書

(医師免許取得後9年以上経過した医師による同一又は複数の医師少数区域等所在病院等における断続

的な勤務に基づき申請を行う場合)

医籍

登録番号
第

認定の対象となる勤務を行った医療機関の名称及び所在地、勤務期間並びに当該医療機関において行っ

た業務

※認定の対象となる勤務を行った医療機関が複数ある場合は、そのうち勤務を開始した時期が早い医
療機関における勤務から1慎に次項の欄に記載すること。

下欄のア~ウの業務の具体例としては、以下のものが考えられる。
(アの業務の例)
・地域の患者への継続的な診療
・診療時間外の患者の急変時の対応
・在宅療養を行っている患者に対する継続的な訪問診療
・在宅療養を行っている患者が急変した際の往診
・小児等に対する夜間診療の実施※アの業務は、専門的な医療機関に対する患者の受診の必要性の
判断を含むものとする。
(イの業務の例)
・地域ケア会議、要保護児童対策地域協議会等への参加
・他の医療機関又は介護・福祉事業者が加わる退院カンファレンスへの参加等>患者の転院、転棟、
退院先との調整
・介護認定審査会への参加
・地域の医療従事者に対する研修の実施(講師としての参加を含む。)
(ウの業務の例)
・公共的な性格を有する定型的な健康診断※及びその結果に基づく保健指導
※労働安全衛生法に基づく健康診断
学校保健法に基づく健康診断
母子保健法に基づく健康診査
健康損診放に基づくがん検診
高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査
保険者からの委託に基づく健康診断等が含まれる。

・予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種
・地域で行われる母親学級での講演や、地域で行われる生活習慣病等に関する院内外における講
習会等、地域住民に対する保健医療に関する講習会の実施(講師としての参加を含む。)

号
医籍登録

年月日

臨床研修
修了登録

年月日

令和
平成
昭和

令和

平成

様式2-1

月

月

日

日

年
年



認定の対象となる勤務()

医療機関の名称

勤務期間

日(1日6時間以上の勤務印令和年月日~令和年月日のうち

当該医療機関において行った業務(該当するものを0で囲むこと。)

(ア)個々の患者に対し、その生活状況を考慮し、幅広い病態について継続的な診療及び保健指導を

行う業務

1.地域の患者への継続的な診療

2.診療時間外の患者の急変時の対応

3.在宅療養を行っている患者に対する継続的な訪問診療

4.在宅療養を行っている患者が急変した際の往診

5.小児等に対する夜間診療の実施

6.その他(

※アの業務は、専門的な医療機関に対する患者の受診の必要性の判断を含むものとする。

(イ)他の病院等との連携及び患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう支援するた

めの保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する業務

1.地域ケア会議、要保護児童対策地域協議会等への参加

2.他の医療機関又は介護・福祉事業者が加わる退院カンファレンスへの参加等>患者の転院、

転棟、退院先との調整

3.介護認定審査会への参加

4.地域の医療従事者に対する研修の実施(講師としての参加を含む。)

5.その他(

(ウ)地域住民に対する健康診査、保健指導その他の地域保健に関する業務

1.公共的な性格を有する定型的な健康診断※及びその結果に基づく保健指導

※労働安全衛生法に基づく健康診断

学校保健法に基づく健康診断

母子保健法に基づく健康診査

健康増進法に基づくがん検診

高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査

保険者からの委託に基づく健康診断等が含まれる。

2.予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種

3.地域で行われる母親学級での講演や、地域で行われる生活習慣病等に関する院内外における

講習会等、地域住民に対する保健医療に関する講習会の実施(講師としての参加を含む。)

4.その他(

所在地



上記のとおり業務を行ったことをもって、医療法第5条の2第1項の認定を申請します

令和

本籍

(国籍)

郵便番号

住所

ふりがな

年 月 日

氏 名

生年月日

(姓)

電話番号

厚生労働大臣殿

昭禾口
平成
西暦

(名)

年

性別

男

女

地方厚生局受付印

道
県

都
府

道
県

都
府



医療法第5条の2第1項の認定に必要な経験に係る証明書
(医師免許取得後9年以上経過した医師による同一又は複数の医師少数区域等所在病院等における断続

的な勤務に基づき申請を行う場合)

当該医療機関における勤務期間及び業務内容に関し、下記の記載に相違ない

ことを証明する。

年

申請者氏名

月

医療機関の名称

日

令和

様式2-2

当該医療機関において行った業務(該当するものを0で囲むこと。)

ア個々の患者に対し、その生活状況を考慮し、幅広い病態について継続的な診療及び保健指導を行
う業務

イ他の病院等との連携及び患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう支援するため

の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する業務

(医療機関の名称)

年 日(1日6時間以上の勤務田月

ウ地域住民に対する健康診査、保健指導その他の地域保健に関する業務

厚生労働大臣殿

※上欄のア~ウの業務の具体例としては、以下のものが考えられる。
(アの業務の例)
・地域の患者の慢性疾患に対する継続的な治療
その他、地域の患者への継続的な診療及び保健指導.

地域住民に外来診療が必要となった際の外来診療
地域の患者に入院治療が必要になった際の入院治療
・診療時間外の患者の急変時の対応
・在宅療養を行っている患者に対する継続的な訪問診療
・在宅療養を行っている患者が急変した際の往診
※アの業務は、専門的な医療機関に対する患者の受診の必要性の判断を含むものとする。
(イの業務の例)
・地域ケア会議、要保護児童対策地域協議会等への参加

・他の医療機関又は介護・福祉事業者が加わる退院カンファレンスへの参加等>患者の転院、転棟、
退院先との調整
介護認定審査会への参加.

小児等に対する夜間診療の実施.

日~令和

年

年

勤務期間

月日のうち

月

所在地

(管理者氏名)

日生まれ)



.小児の慢性疾患患者にっいての教育施設等、環境の面で特別な配慮が必要な慢性疾患患者につい
ての環境を担う施設との調整
・地域の医療従事者に対する研修の実施(講師としての参加を含む。)
ウの業務の例)
・公共的な性格を有する定型的な健康診断※及びその結果に基づく保健指導
※労働安全衛生法に基づく健康診断
学校保健法に基づく健康診断
母子保健法に基づく健康診査
健康増進法に基づくがん検診
高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査
保険者からの委託に基づく健康診断等が含まれる。

・予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種
・地域で行われる母親学級での講演や、地域で行われる生活習慣病等に関する院内外における講
習会等、地域住民に対する保健医療に関する講習会の実施(講師としての参加を含む。)



医療法第5条の2第1項

認定年月日

医療法第5条の2第1項の認定証明書の再交付申請書

医籍

登録番号
第

令和

本籍

(国籍)

郵便番号

住所

年 月

ふりがな

号
医籍登録

年月日

臨床研修
修了登録
年月日

氏

令和
平成
昭和

ア和

平成

名

様式3

生年月日

(姓)

電話番号

昭和
平成
西暦

年

年

月

(名)

上記認定証をは損・亡失)したので関係書類を添えて再交付を希望します。

月

厚生労働大臣殿

日

年

日

性別

男

女

地方厚生局受付印

道
県
都
府

道
県
都
府



政府統計 統計法に基づく国の統計調査です。調査票情報の秘密の保護に万全を期します。

年齢

医師少数区域経験認定医師に関する調査調査票

出身大学

出身地

20代/ 30代/ 40代/ 50代/ 60代/ 70代/ 80代以上

)都・道・府・県/国外(

※高校等卒業前までに過ごした期間が最も長い場所

認定に必要な業務を行う直前の勤務地

)市・区・町・村)都・道・府・県(

認定に必要な業務を行った主な勤務地

)市・区・町・村)都・道・府・県(

認定に必要な業務を行った直後の勤務地

)市・区・町・村)都・道・府・県(

02呼吸器内科 03循環器内科

従事する

診療科名等

※1 従事する

すべての診療科

名の番号を0で

囲むこと。ま

た、 2つ以上0

で囲んだ者は下

欄に主たる診療

科名の番号を1

つ記入するこ

と。

※2 該当する

診療科名がない

場合、最も近い

診療科名の番号

を0で囲むこ

と。

01 内科

04 消化器内科(胃腸内科)

様式4

07糖尿病内科(代謝内科)

10 アレノレギー科

性別

13 小児科

大学

05 腎臓内科

16 外科

Ⅱりウマチ科

08 血液内科

N 精神科

19 乳腺外科

17 呼吸器外科

22 泌尿器科

06 脳神経内科

15 心療内科

25 整形外科

09 皮膚科

20 気管食道外科

12 感染症内科

28 眼科

18 心臓血管外科

23 紅門外科

31 産婦人科

26 形成外科

29 耳鼻いんこう科

21 消化器外科(胃腸外科)

24 脳神経外科

32 産科

27 美容外科

30 小児外科

33 婦人科

男
女



34 リハビリテーション科

37 病理診断科

41その他(

01 アに掲げる専門医資格を取得している→「ア保有専門医資格」へお進みくだ

さい

02 アに掲げる専門医資格を取得していない→次のぺージにお進みください
専門医等

03 イに掲げる専門医資格を取得するため専門研修中である→「イ研修中専門

医資格」へお進みく

ださい

「01 アに掲げる専門医を取得している」を選択した場合に、回答すること。

<基本 19領域>

01内科(注) 02外科 03小児科 04産婦人科 05精神科

06皮膚科 07眼科 08耳鼻咽喉科四泌尿器科

10整形外科Ⅱ脳神経外科 12形成外科 13救急科

14麻酔科 15 放射線科 16リハビリテーション科

17病理 18臨床検査 19総合診療

(注)「01 内科」には、日本内科学会認定内科医は含まない。

<医療に関する広告が可能となっている専門医資格>

※基本19領域に含まれているものを除く

20糖尿病 21肝臓 22感染症 23血液 24循環器

25呼吸器 26消化器病 27腎臓 28内分泌代謝科

29消化器外科 30超音波 31細胞診 32透析

33老年病 34心臓血管外科 35呼吸器外科 36消化器内視鏡

37小児外科 38脳神経内科 39リウマチ 40乳腺

41臨床遺伝 42漢方 43 レーザー 44気管支鏡

45アレルギー 46核医学 47気管食道科 48大腸雁門

49 婦人科腫傷 50 ぺインクリニック 51熱傷

52脳血管内治療 53がん薬物療法 54周産期(新生児)

55生殖医療 56小児神経 57心療内科

58 一般病院連携精神医学

イは、「03イに掲げる専門医資格を取得するため専門研修中である」を選択した場合に、回答する

38 臨床検査科

05 精神科

35 放射線科

アは、

ア

保有専門医資

格

※該当するもの

全ての番号を0で

囲むこと。

39 救急科

36 麻酔科

主たる診療科名の番号(1つ)

卯全科

01 内科(※) 呪外科 03 小児科 04 産婦人科

とこ
イ



研修中専門医

資格

※該当するもの

全ての番号を0で

囲むこと。

06皮膚科 07眼科 08耳鼻いんこう科四泌尿器科

10整形外科Ⅱ脳神経外科 12形成外科 13救急科

14麻酔科 15放射線科 16リハビリテーション科

17病理 18臨床検査 19総合診療

※「01内科」には日本内科学会認定内科医は含まない。

医師少数

区域等所在

病院等での

勤務理由

医師少数区域等での経験を得たかったから

認定制度が魅力的だったから

労働時間が短いなど労働環境が魅力的だったから

給与等の処遇が良かったから

子育て、介護等の家庭の状況

大学医局の人事異動

その他(

3.概ね通常だった

※上記のうち当てはまるもの全てに0

(ア)医師少数区域等所在病院での労働時間(勤務の前後の期間との比較)

2.やや多かった1.かなり多かった

5.かなり少なかった4.やや少なかった

※上記のうち最も当てはまるものに0

(イ)医師少数区域等所在病院での給与等の処遇(勤務の前後の期間との比較)

3.概ね通常だった2.やや良かった1.かなり良かった

5.かなり悪かった4.やや悪かった

※上記のうち最も当てはまるものに0

(ウ)医師少数区域等所在病院での業務に対する満足度

1.かなり満足 2.やや満足 3.どちらでもない

5.かなり不満4.やや不満

認定の

申請理由

勤務状況

※上記のうち最も当てはまるものに0

1.医療法上、地域医療支援病院の管理者になるためには、認定を受けなければ

ならないから

2.国において、認定医師個人等を対象とする予算事業等の経済的インセンティ

ブが設けられているから

3.「医師少数区域経験認定医師」を広告に用いることができるから

4.その他(

※上記のうち当てはまるもの全てに0

4
 
5

2
 
3

6
 
7



別添

「医療法及び医師法の一部を改正する法律の施行について」

新旧対照表

改正後

医療法及び医師法の一部を改正する法律の施行について(通知)

(略)

第1 改正の趣旨(略)

第2 改正の内容

1 改正法による改正後の法第5条の2第1項の認定(以下「認定」と

いう。)に係る手続きについては、次に掲げるとおりとすること。

1)認定の申請

認定を受けようとする者は、以下の事項を記載した申請書を、以下

の事項のうちア~ウについて証する書類を添えて厚生労働大臣に提

出すること。

ア医師の確保を特に図るべき区域において行った医療の提供に

関する業務の内容(3のアからウまでに掲げる全ての業務を含

むものとする。)

(令和2年1月16日付け医政発0116第1号厚生労働省医政局長通知)

q労線部分は改正部分)
^

己女 IE 月1」

医療法及び医師法の一部を改正する法律の施行について(通知)

(略)

第1 改正の趣旨(略)

第2 改正の内容

1 改正法による改正後の法第5条の2第1項の認定(以下「認定」と

いう。)に係る手続きについては、次に掲げるとおりとすること。

記

1)認定の申請

認定を受けようとする者は、以下の事項を記載した申請書を、以下

の事項のうちア~ウについて証する書類を添えて厚生労働大臣に提

出すること。

ア医師の確保を特に図るべき区域において行った医療の提供に

関する業務の内容(3のアからウまでに掲げる全ての業務を含

むものとする。)

記



改正後

イアの業務を行った期間

ウアの業務を行った、医師の確保を特に図るべき区域に所在す

る病院又は診療所(以下「医師少数区域等所在病院等」という。)

の名称及び所在地

エアの業務を行うこととなった理由

オアの業務を行った医師少数区域等所在病院等の勤務環境

カアの期間及びその前後の期間における勤務地その他の勤務の

状況

キその他認定をするために必要な事項

オの「勤務環境」として、医師少数区域等所在病院等における業務

の内容(アに該当するものを除く。)、従事した診療科、勤務環境(勤

務時間等)、処遇係合与・福利厚生)等について報告するものとする。

なお、法第5条の2第1項の医師の確保を特に図るべき区域(以下

「医師少数区域等」という。)は、法第30条の4第6項に規定する

区域及び法第30条の4第2項第14号に規定する区域(法第30条の

4第6項に規定する区域を除く。)内の区域であって、医師の確保を

特に図るべきものとして当該区域の属する都道府県の知事が定めた

もの、又は法第30条の4 2項第Ⅱ号イ(2)に掲げる区域とするこ

と。

己女 IE 月1」

イアの業務を行った期間

ウアの業務を行った、医師の確保を特に図るべき区域に所在す

る病院又は診療所(以下「医師少数区域等所在病院等」という。)

の名称及び所在地

エアの業務を行うこととなった理由

オアの業務を行った医師少数区域等所在病院等の勤務環境

カアの期間及びその前後の期間における勤務地その他の勤務の

状況

キその他認定をするために必要な事項

2 (略)

^

オの「勤務環境」として、医師少数区域等所在病院等における業務

の内容(アに該当するものを除く。)、従事した診療科、勤務環境(勤

務時間等)、処遇絲合与・福利厚生)等について報告するものとする。

なお、法第5条の2第1項の医師の確保を特に図るべき区域(以下

「医師少数区域等」という。)は、法第30条の4第6項に規定する

区域及び法第30条の4第2項第14号に規定する区域 q去第30条の

4第6項に規定する区域を除く。)内の区域であって、医師の確保を

特に図るべきものとして当該区域の属する都道府県の知事が定めた

ものとすること。

2 (略)



改正後

3 法第5条の2第1項の厚生労働省令で定める経験は、法第7条に

規定する臨床研修等修了医師が、医師少数区域等所在病院等におい

て1年以上の期間診療に従事し、かつ、当該病院等において次に掲げ

る全ての業務を行った経験とすること。

ア個々の患者に対し、その生活状況を考慮し、幅広い病態について

継続的な診療及び保健指導を行う業務

イ他の病院等との連携及び患者が住み慣れた地域で日常生活を営

むことができるよう支援するための保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との連携に関する業務

ウ地域住民に対する健康診査、保健指導その他の地域保健に関す

る業務

^

1)認定に必要な期間

認定に必要な診療を行っている期間においては、原則として同一

の医師少数区域等所在病院等に週32時間以上(育児・介護休業法の

規定に基づき短時間勤務を行っている場合は原則として週30時間以

上)勤務することとする。この場合は、勤務を行っていない日を認定

に必要な勤務期間に含めることができるものとし、また、妊娠・出産・

育児・傷病・短期の休暇等(以下「妊娠出産等」という)の理由

により勤務を中断した場合は、中断前後の勤務期間を合算できるこ

ととする。

改正剛

3 法第5条の2第1項の厚生労働省令で定める経験は、法第7条に

規定する臨床研修等修了医師が、医師少数区域等所在病院等におい

て6月以上の期間診療に従事し、かつ、当該病院等において次に掲げ

る全ての業務を行った経験とすること。

ア個々の患者に対し、その生活状況を考慮し、幅広い病態について

継続的な診療及び保健指導を行う業務

イ他の病院等との連携及び患者が住み慣れた地域で日常生活を営

むことができるよう支援するための保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との連携に関する業務

ウ地域住民に対する健康診査、保健指導その他の地域保健に関す

る業務

(1)認定に必要な期間

認定に必要な診療を行っている期間においては、原則として同一

の医師少数区域等所在病院等に週32時間以上(育児・介護休業法の

規定に基づき短時間勤務を行っている場合は原則として週30時間以

上)勤務することとする。この場合は、勤務を行っていない日を認定

に必要な勤務期間に含めることができるものとし、また、妊娠・出産・

育児・傷病・短期の休暇等の理由により勤務を中断した場合は、中断

前後の勤務期間を合算できることとする。



改正後

ただし、医師免許を取得して9年以上経過した後に医師少数区域

等所在病院等に勤務する場合には、同一又は複数の医師少数区域等

所在病院等における断続的な1日6時間以上における勤務の日数を

合計して 365日となった場合も認定に必要な勤務期間に達したもの

として扱うが、この場合は実際に勤務を行っていない日は勤務の日

数に含めないこととする。

なお、認定の対象となるのは、原則として当該医師少数区域等所在

病院等の所在する地域が医療計画において医師少数区域等として位

置づけられている間の勤務とするが、診療を開始した時点において

医師少数区域等に該当する地域であって、その後医師少数区域等に

該当しなくなった地域については、当該医師少数区域等所在病院等

において診療を開始した後初めて医師少数区域等に該当しなくなっ

た時点から3年の間は、医師少数区域等とみなす。

また、医B 免許を取得して9年以上経過する前に医師少数区域等

在病完等に勤チ女する場合には、ネの6月以上の矛kは原則1月

ジ上の連1九した勤務(妊娠・出産等の理由により勤務を中断した場△

は中断前後の勤期問を合算できることとする)のみ上げとし、

1年から当該勤務期間を引いた残りの期間においては、同又は複

数の医師少数区域等所在病院等における断続的な1日6時間以上に

おける"務日の積み上げを可能とする

なお、認定の対象となるのは、原則として当該医師少数区域等所在

病院等の所在する地域が医療計画において医師少数区域等として位

置づけられている間の勤務とするが、診療を開始した時点において

医師少数区域等に該当する地域であって、その後医師少数区域等に

該当しなくなった地域については、当該医師少数区域等所在病院等

において診療を開始した後初めて医師少数区域等に該当しなくなっ

た時点から3年の間は、医師少数区域等とみなす。

改]]三月1」

ただし、医師免許を取得して9年以上経過した後に医師少数区域

等所在病院等に勤務する場合には、同一又は複数の医師少数区域等

所在病院等における断続的な勤務の日数を合計して 180日となった

場合も認定に必要な勤務期間に達したものとして扱うが、この場合

は実際に勤務を行っていない日は勤務の日数に含めないこととす

る。

(新設)

^



(2)認定に必要な業務(略)

4 医業をなす病院又は医業及び歯科医業を併せ行うものであって主

として医業を行う病院である場合に認定を受けた臨床研修等修了医

師が管理しなけれぱならない病院並びに当該病院であっても認定を

受けていない臨床研修等修了医師に管理させることができる場合を

以下のとおり定める。

改正後

1)管理者要件の対象となる病院

地域医療支援病院法 31条に規定する公的医療機関である病完、

独立行政法人国立病院機構の開設する病院、独立行政法人地、医療

機能推進機構の開設する病院及び独立行政法人労働者健康安全機構

の開設する病院とする。

2)管理者要件の例外となる場合

以下に掲げる場合は、(1)に掲げる場合であっても、認定を受け

ていない臨床研修等修了医師に病院を管理させることができる。

ア地域における医療の確保のために当該病院を管理させること

が適当と認められる者(令和2年4月1日以降に臨床研修を開

始した医師以外の医師に限る。)に病院を管理させる場合

イ医師少数区域等に戸在する(1)の病院を管理させる場合

(2)認定に必要な業務(略)

4 医業をなす病院又は医業及び歯科医業を併せ行うものであって主

として医業を行う病院である場合に認定を受けた臨床研修等修了医

師が管理しなければならない病院並びに当該病院であっても認定を

受けていない臨床研修等修了医師に管理させることができる場合を

以下のとおり定める。

改正
^

則

(1)管理者要件の対象となる病院

地域医療支援病院とする。

2)管理者要件の例外となる場合

以下に掲げる場合は、(1)に掲げる場合であっても、認定を受け

ていない臨床研修等修了医師に病院を管理させることができる。

ア地域における医療の確保のために当該病院を管理させること

が適当と認められる者(令和2年4月1日以降に臨床研修を開

始した医師以外の医師に限る。)に病院を管理させる場合

(新設)



改正後

ウ i、註又は血を合斗して6月以上経験した者であって、かつ1

年から i、五又は血を経験した,間(五及び道については、 6

月以内の期間に限る。)の合計を除いた期間、釣に従事した者

として、都道府県知事が認めるものに病院を管理させる場合

1 医師少'区等における診療

医師少数区域等における臨床研修

医師少数区域等所在病院等でない病院のうち臨床研修病院

Ⅱ

111

等(医師法(昭和23年法律 201号)第 16条の3 1項に規

定する臨床研修病院等をいう。)における臨床研修指導医(医

師法 16久の2 1 に定する臨床研修に関するハ令(平

成14年厚生'働省令第158号) 4条 1項 15号に規定す

る臨床研修指導医をいう。)としての業務その他の医師少数区

域等所在病院等でない病完における医療従事者に対する指導

(※)に係る業務

(※医師怯施行規 11(昭和23年生'

ら認定され業に従事した場合に"る

病院又は診療所へ派遣されて行う診療、臨床研修病院等にIV

おける医療従事者に対する指導その他の業務であって病院等

(新設)

の管理者となるに当たり経験する必要のある業務として地域

エア~ウの場合のほか、前任の病院の管理者が不在となること

が予期しなかった場合であって、認定を受けていない者に当該

医療対策協議会において協議が調ったもの

イアの場合のほか、前任の病院の管理者が不在となることが予

期しなかった場合であって、認定を受けていない者に当該病院

改正

47 園) 19条の2各号の、体か

ーエ^

月1」

令



改正後

病院を管理させることについてやむを得ない事情があると都道

府県知事が認める場合

なおウについては道府県においてi~加の経験等の実績を確

認する必要があることから、医療機関及び地医療対策協議会等に

おいて当該経験等を証する必要な書面をi~"の経験等をした者

に六付するとともに当該者は、当該書面を適切に保管した上で、

道府県に対して必要な提出をすること。

また、工にっいては真にやむを得ない場合に限るものとし、都道

府県は、工の場合を認めるに当たっては厚生労働省医政局と協議の

上で判断すること。

第3

第1 認定の申請手続き

法第5条の2第1項の認定の申請は、以下のとおり行う

その他(略)

呂1俳氏法第5条の2第1項の認定の申請等の手続きについて

第1認定の申請手続き

法第5条の2第1項の認定の申請は、以下のとおり行う

(1)同一の医師少数区域等所在病院等における連続した勤務に基

づき申請を行う場合又は医師免許取得後9年以上経過していな

改正剛

を管理させることについてやむを得ない事情があると都道府県

知事が認める場合

い医師による同若しくは複数の医師少数区域等所在病院等に

おける断、的な勤務に基づき申請を行う場合

なお、イについては真にやむを得ない場合に限るものとし、都

道府県は、 1の場合を認めるに当たっては厚生労働省医政局と

協議の上で判断すること。

^

(1)同一の医師少数区域等所在病院等における連続した勤務に基

づき申請を行う場合

第3 その他(略)

呂1俳氏法第5条の2第1項の認定の申請等の手続きについて



改正後

申請者は、認定に必要な経験に関する所定の事項を別記様式

1-1に基づき記載すること。

認定に必要な業務を行った医療機関として呂1信己様式1-1

に記載された医師少数区域等所在病院等の管理者は、申請者

の勤務についての証明書を呂1信己様式1-2に基づき記載する

こと。

申請者は、認定に必要な業務を行うこととなった理由、当該

業務を行った医師少数区域等所在病院等の勤務環境、当該業

務を行った期間及びその前後の期間における勤務地その他の

勤務の状況について、呂1信己様式4に基づき記載すること。

別記様式1-1,1-2,4に基づき記載した申請書及び以

下の書類を住所地の都道府県を管轄する地方厚生局に提出す

ること。

臨床研修修了登録証の写し

(平成16年3月以前の医師免許取得者にあっては「医師免許

証の写し」)

認定証送付用封筒

(角形2号の封筒に住所・氏名を記載し、一般書留による郵送

に必要な額の切手を貼付のこと。)

改正目1」

申請者は、認定に必要な経験に関する所定の事項を別記様式

1-1に基づき記載すること。

認定に必要な業務を行った医療機関として別記様式1-1

に記載された医師少数区域等所在病院等の管理者は、申請者

の勤務についての証明書を別記様式1-2に基づき記載する

こと。

申請者は、認定に必要な業務を行うこととなった理由、当該

業務を行った医師少数区域等所在病院等の勤務環境、当該業

務を行った期間及びその前後の期間における勤務地その他の

勤務の状況について、男1信己様式4に基づき記載すること。

呂1信己様式1-1,1-2,4に基づき記載した申請書及び以

下の書類を住所地の都道府県を管轄する地方厚生局に提出す

ること。

臨床研修修了登録証の写し

(平成16年3月以前の医師免許取得者にあっては「医師免許

証の写し」)

認定証送付用封筒

(角形2号の封筒に住所・氏名を記載し、一般書留による郵送

に必要な額の切手を貼付のこと。)

( 2 ) (略)

^

( 2 ) (略)



第2 (略)

改正後

第2 (略

改正
^

則



認定午月H

迭第5条の2第1項の認定の中哨

(同一の医師少数区域等所在病院等に北ける速読した働務に基づき中請を行っ又杜医師免許取得後

9年以上経過していない医師による同一若しくは複数の医師少数区城等所在病院等に郭ける断続的な勤

務に基づき印請を行う場合)

医倍歴録
臭第
年"日

医籍
竪慨番号

認定の

医擦機の名秤

期

見日~令和年令和 日

当該期問にキ3いて、週能時間以上盛の働務を(行った行っていない)
豪'中輸徒に"ける 1週32井閤以卜の」捻、官児介腔休室区の親定'、基一」き畑噂間動喪竃.行0ている

は、週30呼間以の艶鳥め令も含まれること

当骸期問こ村いて、妊娠・出産・宵児・傷病・短期の材最等により週詑時問以上の
こ期問と理由を記載すること.した場合、

Φ令和年月日~令和年月
②令和年月日~令和年

1年以上の'続した働務ではない場合、 1月以上の連
^^

②令和年月日~令和

1・以上のした務ではない場合

となる働務を行0た原擦の名称及ぴ所在地並びに期
在地 期問

月日~令和年月日令和

当該期問に為いて、避32時問以の働務を(行0た行つていない)
峯'中鵠に非ける「週闘時閃以上の鵬務」と仕、児・介蹟休煮己切坦定に基弓き知闘間卦廊を行0ているについて

仕,遍M時関以kの Rのも含皇'1る二と.

当該期問に邦いて、妊娠・山産・宵児・病・短期の休暇等により週能時冏以上の働務を中断
たは、以下に期問と理由を記載すること.
月日~令和年月日(理由

月日(理由~令和月

(アからウまでのそIWれにつき1つ'上0でこと)で行0た

(ア)個々の患岩に対し、その生活状況を考し、帳広い病態について継錠的な誰擦及ぴ保健掬導を行
う業務

1.地域の患新への継統的な診鎧

2.診療時間外の患新の急変時の対応

3.在宅擦隻を行っている患者に対する継統的な肪問診擦

4.在宅擦養を行っている患噺が急変した際の往診

5.小え等に対する夜冏診療の実施

6.その他(

※アの業務は、専門的な医擦楓関1」対tる患者の受診の必要性の事断を含むものとする

(イ)他の病院等との連及び息岩が住み慣れた地域で日常生活を臂むことができるよう支援するため
の保健医擦サーピス又は極祉サーピスを提供する者との連携に関する業務

1.地城ケフ会議、更保設え童女嫌地域機識会等への参加

2.他の医擦機関又は介.福祉事案者が加わる退院カンフブレンスへの歩加等、患新の転院

転棟、退院先との弱

3.介認定審査会への参加

4.地域の医擦従事者に対する研修の実施(師としての参加を含む.)

5.その他(

(ウ)地域住民に対する健康診査、保健指導モの他の地域保健に関する業務

1.公共的な性格を有する定型的な健康詮断峯及びその結果に基づく保健揃導

※労働安全衛生法に基dく健康診断

学校保健法に基づく健康診断

日(理由
日(理由

した期而
の・士)

日のらち 月(鋤務先年月

1日6時問以上の断した働篤期
の'

日(務先.月日のうち②令和年 日~令和

で行った業務(アからウまでのそわ,ぞれにつき1つ以上0で囲むこと.)当

(ブ)個々の患噺に対し、その生恬状況を考慮し、幅広い病態について継枕的な勧棣及ぴ保健掬導を行
う業務

な診擦.地域の患新への

2.診擦時間外の患新の急変時の対応

3.在宅擦を行っている患者に計する継続的な訪問診擦

4.在宅擦養を行っている患者が急変した際の往診

.ハ児等に対する夜問診擦の実総

6.その他(

※丁の業務は、専門的な医擦機関に対する患者の受診の必斐性の゛断を含むものとする

(イ)他の病院等との連及ぴ息新が住み慣れた地城で常生活を覚むことができるよう支掻するため
の保健匹擦サーピス又は福祉サーピスを提供る者との連携に関する業務
1.地域ア会議、要保児金奔燦地城協議会等への参加

2.他の瞭機関父は介誤.福祉事業岩が加わる退院カンフ丁レンスへの参加等、患早fの転院

転棟、退院先との西整

修T墨録
年日

E^1

平威
昭和

令和

早威

を中断

認定の対象となる働務を行った氏擦機関の名称及ぴ所在地弛ぴに勤務期弱
所在地医療槍関の名称

認定年月H

E^

修T畳録
年月日

医籍

竪録番号

池第5条の2第1項の認定の巾請寄

(同の医師少数区域等所在病院等に郭ける連続した働務に基づき中請を行う場合)

医絡翌録
号築
年"日昭和

令和

早

月
月

年
年

月
刃

年
年



3.介認定審査会八の参加

4.地域の医孃従事新に対する研修の実施(講師としての参加を含む。)

5.その他(

(ウ)地域住民に対tる健康診査、保健捫その他の地域保健に関する寮務

公共的な性絡を有する定型的な健康訟断及びその鮎果に基づく保健指導

芽労全衛生怯1、基づく健腹診断

学校保健迭に基dく健康診断

母テ保健比1、基づく健康註査

健康増進肱に基dくがん検静

宕の医療の保に関する注律に基"づく特定健康珍査

保険新からの委託に基4く健康診断等が含まれる.

2.予防按池に掲げられた疾病の予防を日的とした予防按種

3.地城で行われる母設学級での講請や、地域で行われる生恬習慣病等に関する院内外に邦ける講

習会等、地域住民に対,'る保憾俵謙に閉する講晋会の実施(講師としての参加を含tr.)

4.その他(

記のと郭り案務巻行ったーとをも0て、医棣怯第5条の2第1項の認定を中請します.

改正後

令和卑

本籍
{)

郵便番号

住所

月

ふりがな

日

氏

地力厚牛局受付目」

名

都道

府県

生午月日

道

電話番号

姓j

厚生労働大臣殿

昭和
平成
西暦

母子保健怯に基,づく健康診査

健康増進技に基づくがん検診

高齢噺の医擦の保に関する注律に基づく特定健康診査

保険者からの委託に基づく健康診断等が含まれる.

2.予防按種迭に掲げられた疾病の予防を目的とした予防按樋

3.地域で行われる母親学級での講演や、地城で行われる生活習慣病等に関する院内外に郭ける講

習会等、地城住民に対司、る保健俵搾に関tる講習会の実庭(講師としての参加を含む.)

4.その他(

ヒ記のと都り業務を行っ,ーとをもて、医擦怯第5条の2第1項の認定を申請します。

性別

男

女

月

改正

令和

本筒
(国範)

郵便番号

^

年

剛

仕

地方厚牛局登什自

月

所

ふりがな

日

氏 名

生年月呉

都道

府県

都道
府県

^)

昭和
平成
西暦

厚生労働大臣殿

電話番号

(名)

年

性卿

男

女

月

都
府



医療法第5条の2第1項の認定に必要な経験に係る証明書

(伺の医師少数区域埣所在病院等に粘ける連読した働務に基づき印請を行う又は医師免許取得後

9年以上経過していない圧師による同一茗しくは複数の阪師少数区域等所在病院等に船1 る断続的な勤

務に基づき申請を行ラ嶋合)

当該医療機関における勤務期問に関して下記の記載に相違ないこと及び申

誇者が当該期間に当該医療機関において以下の(ア)から(ウ)の全ての業務

を行ったことを証明する。

年

E^

巾請者氏名

医橡関の名秤

月

令和 日年 日月

当該期問に北いて、週訟時問以上豪の働務を
裂'中書に北け6 1週認^以生の駄読」とは.児・

仕.遍M岬聞U の齢読の場合も含まhること.

当該期問に北いて、妊娠・出産・育児・傷病・短期の休蝦等により週32時冏以.の勤務を中断

した楊合は、以下に期問と理由を記穀すること。
~令和 年 日(理由和年凡 日

~令和 年 日(理由和年凡 日

ナル、 け、のの

の

~令和年月 の'ち 月月年 日

ではな、 務期冏1日6時澗以上の断続した院した勵の

の

~令和 年 R 日のうち 日年

月

令

1年'

令和

厚生労働大臣殿

所在地

期

~令和 月年

(行った行っていない)

休粛ル如>竣定に基き矩卿間卦務を行0'ている

様代1-2

医療法第5条の2第1項の認定に必要な経験に係る証明書

(同一の医師少数区域等所在病院等に才3ける連統した働務に基づき申請を行う場合)

所在地

日生生れ)

当該医療機閲における勤務期間に関して下記の記軸に相違ないこと及ぴ申

請者が当肢期問に当該医療機関において以下の(ア)から(ウ)の全ての業務

を行ったことを証明する。

期

日~令和 刃年令和 年 月 日

当該期問("おいて、週32時間以上憂の鋤務を(行った子「0ていない)

崇'中誇に"ける 1週噐鉾薗以主の畿窃と仕青児・介護休黄配の堤定に茎6.編"間動務を行0ている堤音にJ"、

30井周以kの馳務の介も含まれる二と.て吐

当該期間において、妊娠・出産・育児・傷病・短期の休鰻等1、より週32時間以上の働務を中

断した鳩合は、以下に期間と理由を記載すること。
Φ令和年 日~令和年月日(理由月

②令和年 日~令和 日(由月

厚生労働大臣殿

医療機関の名称

閲の名称)

(ア)から(ウ)の業務
(フ)個々の憩者に対し、その生活状況を考慮し.帳広い病態について羅読的な診擦及び保健指導を行

う禦驚
(イ)他の病院等との連携及び恵者が住み慣れた地域で日常生活を暫むことができるよう支援するため

の保健医擦サーピス又は福祉サービスを捉供ナる者との連携に関する業務
(ウ)地域住民"対,'る健康診査、保健指その他の地域保健に関tる業務

年 月

年

にういて

印請岩氏名

)
)

の
理

)
)

月
月

、
氏



から(ウ)の業務

()佃々の患才1、才、{の牛活状配を考慮し、幅広い病態1げ凸いて雛読的な診療及び保健祈噂をh
)業務

(イ)他の病院等との速携及び患ぎが件みれた地域でH常宅活を覚むこナがで灸るよう支援tるため

の保健憾椋サービスXi上傷祉一1'スを提供「る名との速 1、関する楽務

(ウ)地域件民1'対tる健康診査、保健桁モの他の地域保健1'圈する業務

【アの業驚の佃D

・地域の患名への耕続的な診瞭

・診擦時問外の患事の急時の対応

.存宅瞭斐をhりている患才;1げ対tる靴統的な勍問診療

.存宅椋典をhつている患名が急金した際の井.

.小児等1、才「る夜殉診叡の実施

芽ブの羣務仕,専F 的な試僚憾関ι、対する患才の受診の"、賣の」断を含むものとする。

(イの業務の例)

.地域ノ丁会議、亜保護児金対策地域協議会等への参加

.他の'誠機閨X 介護・楯祉事業名が加わる迅院カノノフレ'スへの歩加等、患右の転院、牝

搾、迅院先との語整

・介認定審査会への参加

.小児の侘換患患右1、ういての敦音施設等、環境の而で特別な配がし.亜な慢竹疾患患?;'、

ういての環境を担ラ施設十の調整

.地域の獣擦従事?;1'対tる研修の実脳(講師ナしての参加を含む。)

(ウの業務の例)

.公的な楕叩有する定型的な健康診断及びξの靴果1げ基弓く保健斯

労働安全衛牛江{'岳dく健康診断

学校保健拡1'基づく健康診断

母 i・保健住1、基ノ1く健康診査

健康増遮拡1 基弓くがん検診

品齢名のⅨ瞭の砿保1、閨する江律↓'基弓く特定健康診査

保険右か'の委託1'基弓く健康診断

等が含まれる

予防接種注1、掲げ「れた換病の予紡を甘的1した予防接種

.地域で行才」れる母親学紐での講演べ,、地域でhbれる牛活習謝等1、関,る院内外ιプお1 る
講習会等、地域仲民1'女!tる保健試鰍'、関する講習会の実脆【講師としての参加を含t,.)

改正後

〔アの革務の例)

・地域の患老への継続的な診擦

・診擦時問外の患右の急蜜時の対応

・が宅誠をh0ている患名1、計する縦銃的な勘問診瞭

・右'宅汝をhつている患吉力急壷した際の詫診

小児等1、対する夜問診鐵の実脳

Y丁の業務は、専門的な氏療根関1、対司、る患右の受診のし、亜竹の判断を含tPものとする。

(イの業務の例)

・地域ケ丁会識、亜保證児童対策地域協議会等への毒加

・他の試擦関Xは介護・福祉事業布が加わる迅院力'フフレンスへの参加等、患名の転院、軒

棟、退院先との餌整

介護認定審査公への毒加

小児の慢性疾患患?11、ういての數宵施設等、環境グ面で特砂な配が要な慢牲瑛患患名1、

ういCの環境を担)施設との調整

地域の謀療従事老1"対する研修の実施(講師としCの参加を含む。)

(ウの業務の伊D

・公北的な件挌を有する定型的な健膜診断蟻及びその粘果1、是弓く保健揃導

乳労安全衛牛怯1ブ晶弓く健康診断

学校保健江1、基づく健康診断

母チ保健法1、基dく健康診査

健康御進江、基弓くかん検訟

局齢才のIX俄の砿保1、関する江律1、基・'5く特定健康診査

保険名からの条託1、是弓く健康診断

等が含立れる。

予防接種拡1、掲げられた換病の予防を凹的とした予防接種

・地域で行われる母親字紐での講演や、地域でhわれる生活習病等に関ナる院内外1、訪ける
講習会等、地域仲民1、対すて保健IK療;げ関,、る講習会の実施(講師としての参加を含む。)

改正
ーユ.ι一

剛



認定年円日

師免許取得後9年」

氏鰭

鰹鰍希号

改正後

僚弦逗5条の2箪1項d認定の申請書

遅過した師1'とる同ーメは複数の徐師少数

がな勤務1、基弓き中論ル打、場ι、)

諭

認定の制象レなる勧務身h・た臣汝幟関の名竹及び所存地、動務期問廿τ工1'当該阪瞭機関1"おいて行ウ
ナ辛驚

÷認定の対玖レなる鋤荏を行った医俄機関が複数ある場令は
瞭機閏1、おける働務から晒'、炊項仍領1、記政ナる二と

ド欄のア~ウの業務の貝体例L て1士、以卜J」ものが苫 IC れ入
(アの斈務の例
地域の患れへの継続的な訟療
診蹴時問外の患之仍急壷時の対応
イ{宅瞭を行っている患才1、対tる靴梳的な勘問ぎ瞭
n:宅陵をhつている惚老か急変した際の仟診
小児等1'対;る夜岡診療の実施逃アの業襲ιよ,専門的な代療槻関1'対士る患老仍受劫の必亜
判断を含trものと十る。
しイの羣務の例)
地域ケフ会識.夏保證児童対策地域檎禦工等へ刀参加
他の松捺梅閨X↓よ介護.編祉事業老が加わブ退院力'フT【,スへの毒加等.患才の魚院.転搾
退院先との闘整
介議認定斉査会への寺加
地域の吠叡従串宗ι'討司、る研修の禦施(講師とし'ぐの譽加を含む,)
{ウの案襲の例}
公共的な牲幣を有ナる定型的む健譲診断寺及ぴその綿果1'是・'Sく保健橋
桜労安全衛.並;'岳・づく健康診断
学校保健1古;、岳,づく健康診断
母 f・保健lt;、是イ5く健康診査
健康損診故;'基弓くかん検診
高齢老の砿瞭の破保1'閏十る池律;'基弓く特定健康診査
保険老からの美託1、基一づく健康診断等が含立れる'

了,訪按唖犹;'掲げられた歌病の了・防を日仙た1・肪按陸
地賊で行bれる母親字級での講演や.地城でhbれる中活習病等;'関する院火外{げおける講
習会等,地域住民1'対ナる保健臣蝋1'闘tる講習会の実篦(講肺レての謬加を含む。)

号
氏筒堅録
年"日

処丁竪厭
年" H

令和
昇、成
昭和

令10

斗・占て

様{;0-1

域等所イ1:病院等1'才'Ⅱる断続

年

年

月

ム〔1'j

月

も勧驚を開始Lだ時期が早レ

認定年円日

伊瞭江弟5条の2第1項の認定の巾請杏

師免訂取得祉9年以柾過Lた師'、上る同一父は複数の代師少数区域等所4病院等1'■ける断続

的な勤籍1げ基・づき印誇をh 3場,'ト〕

氏籍

Ⅱ録舌号

改正

箒

認定の対象レなる勧驚を行0た医瞭橡関の名称及ぴ所在地.助務期朋艶び1、当該医擦機関1'オ3い'C行
た姦袴

※認定の計象Lなる勤務をhりた医瞭機悶が複数島る鳴1)は、゛の'゛,勤務ル開始した時期が早い
瞭權閨における働務かみ順1'炊項の槻1、記載十るこ」・.

i 卜欄の丁~ウの業務の具忰例レLては、以卜のものが考んられる
(ブの業殘の倒)
地域の患名への継続的な診腹
診放時問外の患名の急壷時の計応
在宅轍共をh0ている患.名1'対tる継続的な訪問診瞭
作宅瞭を行っている患れが急食した際の往診
小児等1'対ナる夜問診擦の実施※アの業務捻、専門が」なIK療機関lf対土る患岩仍畳ミ>仍必要性の
判断を含むものレ十る,
(イD業務の例)
地域ケア会議、亜保護児童対策地域檎議会等への歩加
他の孤擦楓閨又仕介證・橋祉事業名が加ナ)る退院カンワ7しノスへの毒加等、患アの転院,氏棟
退院先ιの胡整
介談認定喜査会へ仍忠加
地域のⅨ陵従事乳1'対tる研修の饗施(講師IL、Cの毛加を含む.)
(ウの革務の倒)
公熊的な性格を有ナる定型灼な健康診断'及ぴξ仍絲雫ド是ノ5く保健指導

安全衛生江;'晶弓く健康Z卜断・1・

学校保健他;'岳〔く健康診断
母 f・保健祓;、岳弓く健康診査
健康損診故;'岳弓くがん検診
高齢告の医按の破保1'閨ナる並律;、基4く特定健康診査
保険芥からの委託1'基弓健康診断等が含立れる

予紡接種池{、掲1 られた牧病σ予防を目めヂた予筋按陸
地域で行われる凪視字徹での講漬や、地域でけわれブ生活習慣病等;'関,'1院内外;、打ljる講
習☆等.地域住民fげ対「る俣健臣瞭1'閏tる講習会の実施(講鮖ナての参加を含む。)

ーユ'.

目1」

号
氏籍Ⅱ録

年"日

修T嬰鰍
年" H

困■■朋冒閣

嫌t之一1

令牝

、戸5竜

゛
゛



認定の対象となる働務()
医椒関の名秤

期問
e n e6時以上の務勵令和午月日~令和年月日のうち

当医痩機関に粘いて行0た業務(当するものを0で囲むこと.)

(ア)唐の血者に対し、モの生活状況をし、広い窮について的な秒 導を

行う業務

1.地域の患青への継銃的な診炭

2.診擦時問外の患者の急壷時の対応

3.在宅椋を行0ている患者に対する鞄錠的な動問訟擦

4.在宅俊を行っている患者が急登した際の往診

5.小児捧に対する夜問紗瞭の実施

6.その他(

様丁の業務は、専門的な医擦憾関に対する患者の受診の必斐性の判断を含むものとする.

との及び血者が住みた地で日生活を営むことができるよう支授する"(イ)他の
る者とのに関する業務サーピス又壯極祉サーピスをめの保

1.地域ケ丁会識、要保児金対策地城協会弊^参加

2.他の医擦関又';t ・福祉事婁新が加わろ退院カンファレンスへの歩加等、患秤の転院.

棟、退院先との調整

3.介認定審査会への参加

4.地域の医腹従事邪に対する研修の実施(講師ιしての加を含む。)

5 その他(

その他の地域保健に関,る業務(ウ)地住民に対,る 査、

.立、的な性格を有する定型的な健康診断事及びその結果に基づく保健斯噂

崇労働安全衛生紘に基づく健康診断

学校保健注に基づく健康診断

母子保健怯に基づく健康診査

健康増進注に基づくがん検診

高齢噺の医搾の保に関する池律に基づく特定健康診査

保険者からの委託に基dく健康診断等が含まれる.

2.予防按種江に掲げられた疾病の〒防を目的とした予防按極

3.地域で行われる母机学級での講演や、地域で行われる生活習慣病等に関する院内外に郭ける

講習会等、地域住民に対する保健医擦に関する講習会の実施(講師としての参加を含む.)
4.モの他(

改正後

所在地

月リ

認定の対象となる働務()

医擦祇関の名称

期

令和年月日~令和 日のうち午月 日

(該当するものを0で囲むこと.)当咳機関に兆いて行った業務

い病について な酷及(ブ)凌の患岩に対し、その生活状況をし、 を

行う業務

1.地域の息噺への雛銃"」な診擦

2.診療時問外の患噺の急変時の対応

3.在宅擦を行っている患者に対する継続的な肪問診擦

4.在宅獣を行っている患者が急変した際の往診

5.小児等に対する夜問紗擦の実施

6.その他(

※アの業務は、専門的な医瞭懐関に対する患者の受紗の必要性の判断を含むものとする.

(イ)他の病院算との及び血者が住みた地・で日生活を営むことができるよう支授するた
サピス又は福祉サピスを提供ナる者とのに関する業務めの

1.地域ケア会議、斐保児童対策地域協融会等への参加

2.他の医擦懐関又1土・福祉事業岩力加わる退院カンフフレンスへの参加等、患新の転繞

棟、退院先との弱

3.介認定審査会への毒加

4.地域の医瞭従事者に対,、る研修の実施(講師としての参加を含む.)

5.その他(

導その他の地域に関,る業務(ウ)地域住民に対する査、

1.公共的な性格を有する定型」な健康診断峯及ぴその粘果に基づく保健掬導

難労全衛生注に基dく健康診断

学校保健注に基dく健康診断

母子保健注に基づく健康診査

健康増進怯に基づくがん検診

高齢噺の医擦の保に関する注律に基づく特定健康診査

保険岩からの委託に基'3く健康診断等が含まれる.

2.予防按樋池に搗げられた疾病の予防を日的とした予肪按種

3.地域で行われる母親学紐での講演や、地域で行われる生恬習慣病等に閨する院内外に粘ける

講習会等、地域住民に対する保健母擦に関する講習会の実施(講師としての参加を含む。)

4.その他(

所在地

改正
^



、「仍オ'η暴驚左hう、一」をもウて臣腹北築5条のL第1項の認定き巾請しまト

令和

木箱
(国籍)

郵便揚号

件所

ふ"がな

午 月

改正後

H

氏

都道
府県

?,

ギ圷月甘

都道

府県

(,t)

昭和
平成
西暦

厚4'労働大臣殿

電話得号

性別

男

女

改]E 月1」

上記の1おり系務を行ったこ1をも0て、医擦池筆5条の2第1項の認定を巾請しま「。

「・不口

木籍
(国籍)

郵便番牙

什所

ふりがな

作 月

氏

都道
f県

帛

ギ件月日

ーユ,ι一

厚牛労倒大臣殿

昭和
平成
酋暦

電話播号

地力厚牛局受"自」

易

屶

女

月

地力厚生局受付印

道
県
都
府



医療法第5条の2第1項の認定に必要な経験に倭る証明書
(氏師免許取得後9年以上経過した医師による同又は複敷の医師少数区域等所在病院弊に郭ける断続

的な務に基づき印請を行う U)

当該医療機関における勤務期問及ぴ業務内容に関し、下記の記載に相違

ことを証明する。

年

巾請者氏名

月

期問
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

令和年月日~令和年月日のうち日

ーー、ーーーーー、ーーーー雪聶垂璽凾商に郭いて弄石発'桑奮一磁舌〒'尾区三)喜δで囲セ.こ亙1Σ一ーー
ーーデー面;;5恵評及扇C一毛π5、ι亘磊訣'況を云盃こ、広、礪匝にっいて五喜'優及云保極雨7を行
__.コ_寒童.__________ーーーーーーー.ーーーーー..ーーーーーーーーーーーーーーーー^ーーーー.ーーーー
ーーーー補'お礪饒写'との速極及ぴ'弄が僅み慣れた1邑城で日而笙'語を癌そ,ことができるようξ長するため
の保憾医瞭サービス又は傷祉サーピスを捉供tる新との連に関する業務_________
ーーみ地辰荏民に対する健承^症丁葆'倭雨凾その他の地破保健に関する粂冨一ーーーーーーーーーー

厚生労働大臣殿

※ L倒のア~ウの業務の具体伊としては、以ドのものが考えられる.
(7の業務の例)
地城の患者の性疾患に対する鮭統的な治瞭
.その他、地域の患者への継統的な診擦及び保健指導
.地域住民1、外来診擦が必となった原の外来静獣
.地域の患新ι'人院治威が必更にな0た庫の人院治擦
.詑瞭問外の患新の急変時の対応
.在宅擦を行0ている患者に対する粧読的な訪問診擦
.在宅を行0ている息考が急変した鳳の往紗
燕ブの業務は、専的な医鍬懐関に対する患新の受診の必亜性の判断を含むものとする.
(イの業務の例)
.地域ケア会識、要保児金対策地域地議会等への参加
.他の医関又は介.福祉事業者が加わる退院カンフ丁レンスへの歩加等、想岩の転院、転棟
退院先との整

査会への参加・介
・小児等に支トナる夜問診擦の実施

日生まれ)

日

梅関の名称

0 0

4) 、

年

在地

(管孫者氏名)

日生まれ)

医療法第5条の2第1項の認定に必婆な経験に係る証明
(師免許取得後9年以ヒ経過した医師による閥一又は複数の母師少数区域等所在病院等に北ける断統

的な務に基づき巾請を行う)

当該医療機関における勤務期間及び業務内容に関し、下記の記載に相違ない

ことを証明する。

年

巾請者氏名

月

務期

日~令和年月日のうち令和 日

当咳医療懐関に邦いて行った業務(醜当するものを0で囲むこと.)

な訟擦及び保健指を行ア個々の患者に対し、その生恬状況を考 L、幅広も晴に乃いて

イ他の病院静との連及び患噺が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう支援するため
の保健医娘サービス又は掘祉サーピスを提供する岩との連に関tる業務

ウ地域住民に対する健康診査、保健斯その他の地域保健に関tる梨務

厚生労働大臣

※ヒ欄のア~ウの業務の具体例としては、以下のものが考えられる.
(7の業務の例)
・地城の患考の性疾患に対する鞁錠的な胎瞭

の息者への鞭^な診擦及び保健指・その他、
.地域住民に外来診擦が必更とな0た際の外来診俄
・地域の患考に人院治隻が必更になった際の入院治謙
.診搾問外の患告の急変時の対応
・在宅を行っている患者に対する継錠的な勗問診擦
・在宅を行っている患者が急変した際の往診
※ブの奈務は、専門的な医療関に対する患噺の受診の必要性の判断を含むものとする.
(イの梨務の例)
・地域ケア会議、更保児童対策地域機鍛会等^歩加
.他の医祇関又は介・揺祉事梨噺が加わる退院カンフブレンスへの参加等、患新の転院、転棟、
退院先との
・介露定審査会への歩加
・小児等1一対する夜問診擦の実施

日

関の名鮴

之一 2

.コ業童._______________.___.______.___________________.__.____

の 、

年 月

在地

(管部者氏名)



小児の慢性疾患患岩{'0いての數音嬪設等,県境の向で特別な配慮か亜な慢性我患患マ「;、「工
ての環境を担う施設との餌整
地域の医瞭従事考ι'文」する研修の実施(鍛師1,1,ての譽加左含む。)
ウの革務の倒)
公北的な性格を有する定型的な健康診断弓及びその結果1'基・'5く保健斯埠
半労安全衛生拡;'基「く健康診断
学校保健1土1、晶づく健康詑断
母゛保健社1、基弓く健康詑査
健康畑進他;、基弓くがん検診
高齢机の供擦の破保1、閼ナる注往に基ノ5く侍定健康診査
俣険岩からの条託1'基弓く健康診断等が含まれる。

予訪按砥社;、掲げみれた鋲病の予防を凹的とた予防按種
地域でhわれる母親学敬での排演や、地域でhわれる生活習慣病等{、関ナる院宍外;井"jる講
習会等,地域住民1、対寸る保健氏瞭1、閨ナる講習会の実座{講師と'ての毒加を含む。〕

改正後

様式3~様式4 (略)

小児の慢性換患患名"ついての數青施設等、環境の而で特別な配愈か亜な慢性挨患患老;、「い
ての環境を担う施設との調整
地域の区擦従事老r対する研修の実施(講師ン1"ての寺加を含む、〕
ウの革務σ例
△的な挌を有,、る定型的な健康診断疫及びーの靴果1'基・づく保健択導
労働安企衛生詑;、基弓く健康訟断・1・
学校保健拡;'岳弓く健康詑断
厩!保健社;、基弓く健康診査
健康増進泣;'基・づくかん検診
僻老の'撰の確悍1、閨tる並律;'基4く特定健訣診査
保険者かC の委託1'基弓く健康劫斯等が含まれる
防按種拡;'掲1られた繰病の予院をU的とた予訪按陸
地域で汁力れ1母包字敬での講演や、地域でhと】れる生活習慣病等{'関する院内外;,おljる講
習会等,地域住民ι'対ナる保健旅1、閏ナる講習会の饗施【講島而とての参加を含む,)

月1」改正

様式3~様式4 (略)

^


